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勤
労
感
謝
の
日
と
は

　
勤
労
を
尊
び
、
生
産
を
祝
い
、
国
民

が
互
い
に
感
謝
し
あ
う
日
で
あ
る
と
い

う
。
昭
和
一
桁
ま
で
の
者
に
と
っ
て
は

締
犠
郷
で
あ
り
、
新
穀
と
そ
の
生
産
者

た
る
農
家
の
人
々
に
感
謝
す
る
日
と
し

て
親
し
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。
肥
後
産
業
構
造
が
工
業
重
点

に
移
行
す
る
に
つ
れ
、
祝
日
の
性
格
も

変
っ
て
い
っ
た
こ
ど
は
止
む
を
得
な
い
。

　
だ
が
勤
労
を
尊
び
、
生
産
を
祝
う
と

い
う
と
き
、
農
業
中
心
の
時
代
に
感
じ

ら
れ
た
「
お
百
姓
さ
ん
、
有
難
う
」
と

い
っ
た
人
間
的
要
素
が
薄
れ
て
い
る
こ

と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
ロ
ボ
ッ
ト
が
生
産
の

大
部
分
を
担
当
す
る
よ
う
に
な
っ
て

も
、
互
い
に
感
謝
し
合
え
る
勤
労
と
は

何
だ
ろ
う
。
最
澄
が
開
い
た
霜
月
会
と

よ
ば
れ
る
法
華
連
管
で
生
産
し
よ
う

と
し
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
W
）

竜泉寺・多宝塔（名古屋市）
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全　　　　　仏
第3種郵便物認可昭和57年11月1日

懸隔活動
スタート

都道府県仏担当委員

宗派担当委闇

路団体担当委員

一般仏教徒担当委員
・副部会長

募金部会

部会長・副部会長

経理部会

部会長・副部会長

広報部会

部会長・副部会長

　
長
　
会
　
郡
　
螺
会
長
部
会
務
部

総

総務局

　局長・部長・主事・書記

経理局

　局長・部長・主事

募金局

　局長・部長・主事

広報局

　局長・部長・主事

ルンビニー復興日本仏教徒委員会組識図

実行委員会一

　委貝長

　（加藤海晃）

　副委員長

事務総局一

　事務総長

理事会

理事長

（本多賢純）

会長

（金子日影）

副会長

　（森　寛紹）

　（松山三密）

　（出口三宮〉

　（常磐井尭棋

　（中川貫道）

　（小峰順誉）

　（藤前東時）

　（沼田恵範）

…
委
員
会
規
約
　
…

…
な
ど
き
ま
る
　
…

　
去
る
九
月
十
三
日
に
開
催
さ
れ
た
、
第
一
回

ル
ン
ビ
ニ
ー
復
興
日
本
仏
教
徒
実
行
委
貝
会
を

受
け
て
矩
全
仏
で
は
、
い
よ
い
よ
ル
ン
ビ
ニ
i

園
復
興
の
た
め
の
、
具
体
的
な
勧
募
活
動
を
ス

タ
ー
ト
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
昨
年
五
月
の
全
払
理
事
会
に
お
い
て
「
ル
ン

ビ
ニ
ー
復
興
日
本
仏
教
徒
委
員
会
」
の
設
置
が

承
認
さ
れ
、
本
年
七
月
ま
で
十
一
回
に
わ
た
っ

て
開
か
れ
た
同
委
員
会
で
、
募
財
目
標
額
、
勧

募
方
法
、
協
力
内
容
等
に
つ
貝
で
検
討
が
重
ね

ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
本
年
五
月
の
全
仏
理
事

会
で
、
「
ル
ン
ビ
ニ
；
復
興
日
本
仏
教
徒
委
貝
会

規
約
」
（
三
頁
に
掲
載
）
が
承
認
さ
れ
、
組
織

図
、
勧
募
総
額
（
三
億
七
千
万
円
一
四
頁
に
予

算
書
を
掲
載
）
、
勧
募
期
間
（
今
年
六
月
か
ら
三

ヶ
年
）
な
ど
が
決
定
さ
れ
た
。

　
ま
た
、
九
月
十
三
日
の
実
行
委
員
会
で
、
各

部
会
編
成
、
常
任
委
貝
（
三
頁
に
掲
載
）
な
ど

も
決
め
ら
れ
た
。
当
日
、
実
行
委
員
長
に
選
ば

れ
た
加
藤
海
晃
師
（
日
連
打
総
合
企
画
部
長
）

は
、
次
の
よ
う
に
抱
負
を
語
っ
て
い
る
。

　
「
ル
ン
ビ
ニ
ー
園
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、

釈
尊
の
生
誕
地
で
す
。
私
た
ち
仏
教
徒
は
釈
尊

の
御
恩
に
む
く
い
る
と
い
う
意
味
で
も
、
ぜ
ひ

こ
の
復
興
事
業
を
成
功
さ
せ
た
い
。
一
人
で
も

多
く
の
方
が
趣
旨
に
賛
同
し
、
協
力
を
お
願
い

し
た
い
と
思
い
ま
す
」

昭
和
5
8
年
版

　
　
　
　
　
　
申
込
み
受
付
け
中

　
全
仏
総
務
局
で
は
、
左
記
要
領
に
て

「
全
仏
手
帳
」
を
発
行
し
ま
す
。
部
数
に

限
り
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
御
注
文
は
お

早
め
に
。

内
　
容

申定サ
込　イ
先価ズ

三
帰
依
文
、
四
弘
誓
願
、
宗
門

聖
日
、
加
盟
団
体
役
員
住
所
録

忌
日
早
見
表
、
そ
の
他

9
×
1
4
㎝

五
五
〇
円
（
送
料
実
費
）

東
京
都
港
区
芝
公
園
四
一
七
－

四
　
全
仏
総
務
局

　
「
全
仏
手
帳
係
」
宛

日

出
用院寺

浅草通り五鳳会加盟店

商店高高ξ浜国
東京圏台東区潟2－10－9（地下鉄田原町駅前）

電話代表（841）4965
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常
任
委
員
（
順
不
同
・
敬
称
略
）

　
〈
募
金
部
会
〉
岩
崎
宗
秀
（
東
京
）
、
高
山
零

進
（
豊
山
派
）
、
松
井
義
海
（
北
海
道
）
、
宗
佐
美

玉
練
（
愛
知
）
、
高
倉
正
信
（
大
阪
）
、
板
垣
隆
寛

（
山
形
）
、
遠
山
弘
文
（
静
岡
）
、
田
中
光
成
（
仏

青
）
、
山
本
杉
（
仏
婦
）
、
中
山
富
士
（
仏
教
鎭
仰

会
）
、
安
本
利
正
（
学
経
）
、
樹
谷
淳
宣
（
学
経
）
、

那
須
徹
夫
（
学
経
）
、
稲
田
稔
界
（
学
経
）

　
〈
広
報
部
会
〉
江
連
俊
則
（
埼
玉
）
、
中
島

義
観
（
妙
心
寺
派
）
、
塩
入
亮
達
（
聖
観
音
宗
）
、

　
　
　
　
　
薫
煙
　
　
　
藪
　
　
薦
　
』
藪
藪

　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ

　
　
　
　
　
●
騨
　
　
　
●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
躍
圏

第
一
条
目
的
及
び
名
称

　
全
仏
寄
附
行
為
第
四
条
に
も
と
ず
き
、
全
一

仏
教
運
動
展
開
の
一
環
と
し
て
釈
尊
生
誕
地
ネ

パ
ー
ル
王
国
ル
ン
ビ
ニ
ー
開
発
地
区
の
聖
な
る

園
の
復
興
及
び
そ
の
他
事
業
に
対
す
る
資
金
援

助
を
目
的
と
し
、
財
団
法
人
全
日
本
仏
教
会
内

に
「
ル
ン
ビ
ニ
ー
復
興
日
本
仏
教
徒
委
員
会
」

（
以
下
ル
ン
ビ
ニ
ー
委
員
会
と
い
う
）
を
設
置

す
る
。
第
二
条
事
業

　
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
次
の
事
業

に
協
力
す
る
。

①
聖
な
る
園
の
考
古
学
調
査
及
び
マ
ヤ
堂
周
辺

　
の
改
修
造
園

②
日
本
に
指
定
さ
れ
た
地
域
の
整
備

③
記
念
碑
建
設

④
W
F
B
中
央
友
情
橋
建
設
へ
の
協
力

第
三
条
構
成

①
ル
ン
ビ
ニ
ー
委
員
会
は
別
表
組
織
図
に
よ
り
、

　
構
成
す
る
。

山
田
一
真
（
高
野
山
）
、
盛
井
了
道
（
黄
葉
宗
）
、

英
良
智
（
念
法
真
教
）
、
小
西
日
静
（
兵
庫
）

　
〈
経
理
部
会
V
森
田
雪
上
（
和
宗
）
、
花
木
義

光
（
智
山
派
）
、
安
井
喜
喜
（
西
山
浄
土
）
、
東
条

仁
哲
（
犬
鳴
）
、
華
山
恵
光
（
岡
山
）
、
植
松
威

（
朝
日
生
命
）

　
〈
総
務
部
会
〉
山
崎
正
道
（
曹
洞
宗
）
、
木
越

樹
（
大
谷
派
）
、
川
野
一
三
塵
（
本
願
寺
派
）
、
鱒
淵

正
浩
（
浄
土
宗
）
、
鎌
冊
良
昭
（
天
台
宗
）
、
貝
山

宣
泰
（
神
奈
川
）
、
小
峰
一
允
（
学
経
）

・
繭
≡

暖
曜

■
＝

③
ル
ン
ビ
ニ
ー
委
員
会
の
会
長
、
副
会
長
、
理

　
事
長
及
び
理
事
は
、
全
盲
の
会
長
、
副
会
長
、

　
理
事
長
及
び
理
事
が
そ
の
任
に
あ
た
る
。

③
ル
ン
ビ
ニ
ー
委
員
会
に
、
実
行
委
員
会
と
事

　
務
総
局
を
設
け
る
。

第
四
条
　
実
行
委
貝
会

①
実
行
委
二
会
の
委
員
は
、
全
仏
加
盟
宗
派
、

　
都
道
府
県
仏
、
各
種
団
体
の
評
議
員
よ
り
各

　
一
名
及
び
学
識
経
験
者
若
干
名
を
以
っ
て
構

　
成
し
、
二
仏
理
事
長
が
こ
れ
を
委
嘱
す
る
。

②
実
行
委
員
会
に
委
員
長
一
名
、
副
委
員
長
若

　
書
名
を
お
く
。
委
貝
長
及
び
副
委
員
長
は
委

　
員
の
互
選
と
す
る
。

③
実
行
委
員
長
の
委
嘱
に
よ
り
、
常
任
委
貝
若

　
恩
名
を
お
く
。

④
実
行
委
員
会
に
相
談
役
若
干
名
を
お
く
こ
と

　
が
で
き
る
。
相
談
役
は
委
員
長
が
こ
れ
を
委

　
嘱
す
る
。

⑤
実
行
委
員
の
任
期
は
、
ル
ン
ビ
ニ
ー
委
貝
会

　
が
、
そ
の
目
的
を
達
成
し
、
解
散
す
る
日
を

　
以
っ
て
終
る
。
但
し
、
全
仏
役
職
に
よ
る
も

　
の
の
任
期
は
そ
の
任
期
と
す
る
。

⑥
実
行
委
員
会
は
下
記
の
四
部
会
に
責
任
分
会

　
し
、
部
会
毎
に
委
員
長
の
委
嘱
す
る
部
会
長

　
一
名
、
副
部
会
長
若
干
名
を
定
め
、
次
の
所

　
管
に
つ
い
て
協
議
し
、
事
業
を
推
進
す
る
。

　
A
　
総
務
部
会

　
　
　
事
業
推
進
の
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る

　
　
事
項
、
及
び
他
の
部
会
に
属
さ
な
い
事
項

　
B
　
経
理
部
会

　
　
　
資
金
の
管
理
及
び
経
理
に
関
す
る
事
項

　
C
　
募
金
部
会

　
　
　
勧
募
に
関
す
る
事
項

　
D
　
広
報
部
会

　
　
　
事
業
推
進
の
為
の
広
報
及
び
そ
れ
に
関

　
　
す
る
活
動
を
行
な
う
。

第
五
条
事
務
総
局

①
事
務
総
局
は
全
仏
事
務
総
局
が
こ
れ
に
あ
た

　
る
。

②
事
務
総
局
は
実
行
委
員
会
と
緊
密
な
る
連
絡

　
の
も
と
、
そ
の
事
務
に
あ
た
る
。

③
事
務
総
局
に
、
事
務
総
長
、
総
務
局
長
、
経

　
理
局
長
、
募
金
局
長
、
広
報
局
長
を
お
き
、

　
亭
主
局
長
の
下
に
必
要
な
部
長
、
主
事
並
び

　
に
臨
時
雇
員
を
お
く
。

④
事
務
官
局
内
の
各
局
は
下
記
の
事
項
の
事
務

　
を
行
な
う
。

　
A
　
総
務
局

　
　
　
事
業
推
進
の
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る

　
　
事
項
、
及
び
他
の
局
に
属
さ
な
い
事
項

　
B
　
経
理
局

　
　
　
資
金
の
管
理
及
び
経
理
に
関
す
る
事
項

　
C
　
募
金
局

　
　
　
五
感
に
関
す
る
事
項

　
D
　
広
報
局

　
　
　
事
業
推
進
の
為
の
広
報
及
び
そ
れ
に
関

　
　
す
る
事
項

第
六
条
　
資
金
の
調
達

　
ル
ン
ビ
ニ
ー
平
貝
会
の
資
金
調
達
は
次
の
と

お
り
と
す
る
。
，
．

　
1
　
宗
派
協
力
金

　
2
　
都
道
府
県
仏
協
力
金

　
3
　
諸
団
体
協
力
金

　
4
　
そ
の
他
の
協
力
金

第
七
条
　
期
　
間

　
ル
ン
ビ
ニ
！
委
員
会
の
設
置
期
間
は
次
の
と

お
り
と
す
る
。

12
第
八
条

①
会
計
年
度
は
募
財
開
始
の
日
か
ら
始
ま
り
、

　
事
業
の
目
的
が
達
成
さ
れ
た
日
に
終
わ
る
。

　
但
し
毎
年
全
仏
の
会
計
年
度
に
あ
わ
せ
て
、

　
そ
の
予
算
執
行
状
況
を
理
事
会
に
報
告
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
会
計
監
査
は
全
仏
の
監
事
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

第
九
条
　
規
約
の
改
廃

　
こ
の
規
約
の
改
廃
に
つ
い
て
は
理
事
会
の
承

認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
＋
条
付
則

　
こ
の
規
約
執
行
に
関
す
る
内
規
は
、
ル
ン
ビ

ニ
i
委
員
会
に
お
い
て
別
に
こ
れ
を
定
め
る
。

　
こ
の
規
約
は
昭
和
五
十
七
年
五
月
二
十
六
日

よ
り
施
行
す
る
。

募
財
　
昭
和
五
十
七
年
六
月
よ
り
三
ヶ

年
間
事
務
総
局
　
昭
和
五
十
七
年
六
月
よ
り

四
ヶ
年
間
（
目
的
達
成
後
決
算
終
了
ま

で
）　
会
計
年
度
及
び
監
査

一3一
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昭和57年11月1日

全　　　　仏
第3種郵便物認可

ルンビニー園復興予算
収　　　入

科　　　　　　　　　　目
予　算　額 付　　　　　記

款 項 目

1．加盟団体協力金
1．宗　派　協　力　金

Q，都道府県仏協力金
R．諸　団　体　協　力　金

265，000，000

U0，000，000

Q00，000，000

@5，000，000

昭和57年度全仏負担金を3ヶ年分納

P口5000円×4万口
P9団体

2．協　　賛　　金

1．特別寺院協賛金
Q．仏　教　徒　協　賛　金

50，000，000

S0，000，000

P0，000，000

諸大寺、大山の特別寄附

齡ﾊ寄附

3．寄　　附　　金
1．実　業　界　寄　附　金

Q．その他の寄附金

55，000，000

T0，000，000

T，000，000

4．雑　　収　　入
5，000，000 預金果実、他

収　　　　　　入　　　　　計
375，000，000

支　　　出

科　　　　　　　　　　目
予　算　額 付　　　　　記

款 項 目

1。事　　業　　費

1．聖なる園復興費
1．考古学調査発掘費
Q．マヤ堂及池改修費
R．造　　　　園　　　　費

310，000，000

P80，000，000

W0，000，000

T0，000，000

T0，000，000

発掘の為の人件費、器具代、調査報告書作製

}ヤ堂周辺の造園整備

2．指定地区整備費 90，000，000 約1万坪の指定地区の整備及び堂等の建立費

3．記　念　碑　建　設　費

S．WFB中央友情橋建設費

10，000，000

R0，000，000

聖なる園の中に復興に協力した旨の碑を建立

vFBよりの分担金

2．勧　　募　　費

1．勧　　募　　諸　　費
1．事　　　　務　　　　費

Q．需　　　　用　　　　費

R．交　　　　通　　　　費

S．通　　　　信　　　　費

T．印　　　　刷　　　　費

U．雑　　　　　　　　費

18，200，000

P4，500，000

P，000，000

Q，000，000

T，000，000

S，000，000

P，000，000

P，500，000

趣意書他

末ｱ出張1宿泊、旅費等
X送料、内外電話料他

e種資料印刷

2．広　　　　報　　　　費

1．ポスター作製費
Q．広　報　活　動　費

2，200，000

P，200，000

P，000，000　　　　1

図案、発送費含

}スコミ等への広報、他

3．渉　　　　外　　　　費

S．記　　念　　出　　版　　費

1，000，000

@500，000

各種渉外

泣塔rニー園復興の足跡を記録として残す

3．事務　局　費
1．人　　　　件　　　　費

1．諸　　　　　　　　給

Q．臨　時　雇　貝　費

29，800，000

Q1，840，000

P6，320，000．

T，520，000

事務局員手当　4年間分

P回分×4年間

2．会　　　　議　　　　費

1．ルンビニー関係理事会費

Q．委　　貝　　会　　費
R．局　　内　　会　　費

S．諸　　会　　議　　費

T．資　　　料　　　　費

7，960，000

P，200，000

S，800，000

@960，000

@500，000

@500，000

4年間分

4．雑　　　　費 7，000，000

5．予　　備　　費 10，000，000

支　　　　　出　　　　　計 375，000，000

一4一
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シリーズ仏教語⑦
、
詩
謹
一
．

と
説
か
れ
て
大
い
に
気
を
よ
く
し
、

浄
土
宗
十
八
檀
林
を
つ
く
る
機
縁
を
得
た
と

　
漢
字
を
分
解
す
る
と
、
い

ろ
い
ろ
の
意
味
を
含
ん
で
い

て
お
も
し
ろ
い
。
例
え
ば
、

「
木
」
は
「
十
」
と
「
入
」
に

分
け
ら
れ
る
か
ら
、
　
「
松
」

と
い
う
字
は
「
十
八
公
」
と

な
る
。
昔
、
徳
川
家
康
は
出

自
が
松
平
姓
で
あ
っ
た
た
め
、

帰
依
を
し
て
い
た
普
光
観
智

国
師
か
ら
、
松
平
と
い
う
姓

は
、
十
八
公
を
平
定
す
る
と

い
う
め
で
た
い
意
味
が
あ
る
、

　
　
　
　
　
　
　
つ
い
に

岬、

ﾝ
鴛
勲
回
米
葦

寿
、
白
寿
な
ど
と
称
し
て
長
寿
を
祝
う
習
慣

が
あ
る
の
も
、
す
べ
て
文
字
の
分
解
に
な
ぞ

ら
え
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
喜
寿
は

喜
の
草
書
体
（
七
枇
）
か
ら
、
七
十
七
、
傘
寿

は
傘
か
ら
八
十
、
米
寿
は
米
か
ら
八
十
八
、

卒
（
杢
）
寿
は
卒
か
ら
九
十
、
白
寿
は
百
よ

り
一
を
と
っ
た
白
と
い
う
字
か
ら
九
十
九
を
、

そ
れ
ぞ
れ
引
き
出
し
て
年
齢
の
数
に
こ
じ
つ

糊
け
た
わ
け
で
あ
る
。

　
仏
教
界
で
使
わ
れ
る
文
字
の
中
に
も
、
こ

　
れ
ら
同
様
、
分
解
す
れ
ば
な
る
ほ
ど
と
う
な

ザ

題

暑

ず
け
る
も
の
が
少
か
ら
ず
見
出
せ
る
。

　
例
え
ば
、
　
「
桑
」
と
い
う
字
は
、
古
く
、

柴
」
と
い
う
字
体
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
分

解
す
る
と
「
十
」
が
四
個
と
「
八
」
が
一
個

で
、
合
せ
て
「
四
十
八
」
と
な
る
。
そ
こ
で

阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
の
別
称
と
し
て
「
乗

（
桑
）
願
」
と
い
う
述
語
が
作
ら
れ
た
。
　
「
桑

門
」
と
い
う
の
も
、
あ
る
い
は
仏
の
本
願
を

学
ぶ
入
口
と
い
う
こ
と
か
ら
出
家
、
僧
侶
を

示
す
語
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
ま
た
「
忍
」
と
い
う
字
は
「
刃
」
と
「
心
」

つ
ま
り
心
臓
の
上
に
刃
物
を
つ
き
つ
け
ら

れ
た
形
か
ら
出
来
て
い
る
。
人
生
は
、
そ

の
よ
う
な
恐
怖
を
前
に
し
た
世
界
で
、
人
は

そ
の
苦
を
忍
ん
で
ゆ
く
べ
く
運
命
づ
け
ら
れ

て
い
る
、
と
す
る
の
が
釈
尊
の
教
え
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
の
世
を
忍
土
（
梵
語
サ
バ
ー
の
音

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

写
）
と
呼
び
娑
婆
と
訳
す
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
漢
字
の
中
に
は
な
か
な
か

よ
く
考
え
た
上
で
創
ら
れ
た
形
の
も
の
が
少

く
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
一
字
一
句
、
た
と

え
一
点
の
有
無
や
位
置
の
相
異
さ
え
ゆ
る
が

せ
に
し
な
い
心
が
け
で
書
写
す
こ
と
が
大
切

で
あ
ろ
う
。
　
「
一
字
三
礼
」
と
い
う
写
経
の

精
神
も
む
べ
な
る
か
な
で
あ
る
。
私
は
こ
れ

を
「
一
字
一
白
」
と
称
し
て
い
る
が
、
仏
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鼎

界
は
率
先
し
て
一
も
う
少
し
漢
字
に
対
す
る

神
経
を
細
か
く
働
か
す
必
要
が
あ
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
、
と
最
近
つ
く
づ
く
と
痛
感
す

る
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
（
浄
土
宗
出
版
室
長
・
宝
田
正
道
）

」
題
■
壷
趣
ド
」
■
7
舞
」
■
≦
【
■
■
；
羅
フ
」
■
～
雷
要
’
」
■
7
蓮
、
」
■
7
暑
【
■
「
【
§
コ

賑鼻＿膨＿

●‘

團

‘観■
■
，＝冨≡

。繋

議嚢
　宰　，

　髭ま　　　ゐ　　レ
羅　　　　　　　　　　薫　　　　　　　　癒　　　　　　蒲1　　　繕隷嶽

全

なし

く効く

チャンス・チャンスセ・一ル

毎日慧鐵轍麹猟黙懸一撃灘

鞭
錨
　
…
　

懸

いまがネコソギ粒剤を買うチャンス．〃

ネコソギ粒剤は安全で、水にとかす必要もなく、散

布するだけの除草剤です。いま3ケースお買上げの

方に広い墓地も楽々散布ができる散粒機を進呈中〃

ぜひこの機会にお買求めください。

いまがネコソギ粒剤を撒くチャンス．〃

ネコソギ粒剤は雑草の生える前から草丈20cmまでの

時に散布すると最も効果があり、その上町6ヵ月間餅

雑草の発生をおさえますので、その間は雑草なし〃

ぜひこの機会に墓地の除草をしてください。

　竪「噸こ．

　　　　燥

ぎ　　幽

●女主●幽くなレ●長：《う切《

《新発売》250コ入×10本

11，000円を9，800円

1二巌

製造発売元 仏に仕える心の三橋

レインボー薬品株式会社智03（241）4011
東京都中央区日本橋本町2－5　TlO3
　　　　　　　　　郵便振替東京5－59298

一5一
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税
務
委
、
自
民
党

　　

@　

@
税
制
、
税
務
取
扱

　
第
十
回
税
務
委
員
会
は
、
九
月
二
十
八
日
午

後
一
時
か
ら
明
照
会
館
会
議
室
で
開
か
れ
、
「
宗

教
法
人
の
税
制
並
び
に
税
務
取
扱
い
に
つ
い
て

の
要
望
書
」
を
、
自
由
民
主
党
へ
出
す
こ
と
が

決
定
し
た
。

　
要
望
書
の
内
容
は
、
委
員
会
で
熱
心
な
審
議

が
行
わ
れ
た
結
果
、
左
記
の
よ
う
に
決
ま
り
、

去
る
九
月
三
十
日
、
理
事
長
本
多
費
純
・
税
務

委
員
長
鈴
木
野
上
名
で
、
自
民
党
政
務
調
査
会
、

税
制
調
査
会
宛
に
提
出
さ
れ
た
。

　
　
〈
宗
教
法
人
の
税
制
並
び
に
税
務
取
扱
い

　
に
つ
い
て
の
要
望
書
〉

　
昭
和
五
十
八
年
度
税
制
改
正
の
審
議
に
あ
た

り
、
本
会
は
左
記
の
点
を
要
望
致
し
ま
す
。
格

段
の
御
配
慮
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
記

一、

@
教
法
人
の
代
表
役
員
の
親
族
で
あ
る
と

否
と
に
か
か
わ
ら
ず
僧
籍
の
あ
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
修
学
資
金
を
含
め
て
教
師
養
成
に
か
か

わ
る
費
用
（
教
師
養
成
費
）
を
宗
教
法
人
の
経

費
で
支
弁
し
て
も
、
個
人
の
所
得
と
し
な
い
よ

う
お
願
い
致
し
ま
す
。

　
　
理
由

　
宗
教
法
人
に
と
り
ま
し
て
、
ま
た
代
表
役
員

（
寺
院
住
職
）
に
と
り
ま
し
て
も
教
師
の
養
成

は
、
教
化
の
拡
張
と
並
ん
で
、
宗
教
法
人
の
社

会
的
使
命
を
達
成
す
る
為
に
必
要
不
可
欠
の
こ

と
で
あ
り
ま
す
。

　
日
本
仏
教
の
長
い
歴
史
の
中
で
も
、
こ
の
教

へ
要
望
無

い
に
つ
い
て

師
養
成
は
、
寺
院
の
最
大
の
責
務
で
あ
る
と
さ

れ
て
お
り
ま
し
て
、
古
来
よ
り
全
て
寺
院
の
経

費
に
よ
り
支
弁
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
現
在
に
お

い
て
も
宗
教
法
人
の
代
表
役
員
（
寺
院
住
職
）

は
、
こ
の
慣
習
に
従
い
処
理
を
し
て
お
り
ま
す
。

　
然
る
と
こ
ろ
、
こ
の
度
の
本
会
に
お
け
る
調

査
に
よ
り
ま
す
と
、
各
地
区
で
税
務
調
査
、
指

導
が
行
わ
れ
、
教
師
養
成
の
費
用
は
代
表
役

員
の
給
与
で
あ
る
と
し
て
加
算
さ
れ
た
こ
と
が

判
明
致
し
ま
し
た
。

　
僧
侶
に
な
り
た
い
も
の
が
安
心
し
て
寺
の
門

を
た
た
け
る
と
い
う
こ
と
が
、
宗
教
法
人
の
目

下
の
急
務
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
代
表
役
員
（
寺
院
住
職
）

の
子
弟
で
あ
り
ま
し
て
も
全
く
同
じ
状
況
な
の

で
あ
り
ま
す
。

　
か
か
る
理
由
か
ら
前
記
の
要
望
を
す
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。

一、

ﾅ
近
の
税
務
署
に
よ
る
税
務
調
査
、
指
導

の
実
態
に
鑑
み
宗
教
法
人
の
税
務
取
扱
い
に
つ

い
て
宗
教
法
人
法
第
八
十
四
条
の
規
定
に
照
ら

し
、
宗
教
法
人
の
宗
教
上
の
特
性
及
び
慣
習
に

十
分
留
意
す
る
よ
う
国
税
庁
並
び
に
関
係
各
位

に
お
働
き
か
け
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

　
　
理
由

　
昨
年
来
、
各
地
区
に
お
き
ま
し
て
宗
教
法
人

に
対
す
る
税
務
調
査
、
指
導
が
実
施
さ
れ
て
き

て
お
り
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
調
査
、
指
導
に
は
憲
法
で
保
障
す

る
信
教
の
自
由
並
び
に
宗
教
法
人
法
第
八
十
四

条
の
規
定
に
照
ら
し
、
多
く
の
問
題
点
が
生
じ

て
い
る
こ
と
が
本
会
に
お
け
る
加
盟
団
体
に
対

す
る
税
務
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か

に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
ら
は
税
務
署
に
よ
る
一

律
一
斉
の
税
務
調
査
用
紙
の
中
に
み
ら
れ
る
戒

名
料
等
の
調
査
項
目
、
あ
る
い
は
過
去
帳
、
檀

信
徒
名
簿
の
閲
覧
要
求
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
ら
は
宗
教
行
為
の
内
容
の
調
査
に
あ
た

る
も
の
で
あ
り
宗
教
活
動
へ
の
税
務
行
政
の
過

度
の
関
与
と
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
つ
き
ま
し
て
は
貴
党
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

本
会
の
趣
旨
を
お
く
み
と
り
下
さ
れ
、
必
要
な

措
置
を
お
願
い
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
本
会
で
は
事
の
重
要
性
に
鑑
み
、
こ
れ
ら
の

問
題
点
を
整
理
し
、
国
税
庁
長
官
に
対
し
て
も
、

別
紙
要
望
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り

ま
す
こ
と
を
、
付
記
致
し
ま
す
。

撫
仏
の
常
務
理
事
会
…
仁
職
蘇

　
去
る
九
月
二
十
九
日
午
後
｝
時
よ
り
、
京
都

ホ
テ
ル
に
お
い
て
常
務
理
事
会
が
開
催
さ
れ
、

常
務
理
事
十
一
名
、
代
理
出
席
者
芳
名
出
席
の

も
と
左
記
の
案
件
に
つ
き
審
議
が
な
さ
れ
た
。

◎
議
案
第
一
号
「
昭
和
五
十
八
年
度
予
算
編
成

案
の
基
本
方
針
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
件
」

　
こ
れ
ま
で
兼
任
で
あ
っ
た
時
局
対
策
部
長
を

専
任
と
す
る
た
め
に
部
長
を
一
名
増
員
し
、
そ

れ
に
伴
う
予
算
措
置
を
構
ず
る
等
の
予
算
編
成

の
基
本
方
針
を
承
認
。

◎
議
案
第
二
号
「
ル
ン
ビ
ニ
ー
復
興
予
算
の
款

項
目
の
一
部
変
更
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
件
」

　
予
算
書
の
書
式
を
一
部
訂
正
の
上
、
原
案
通

り
承
認
。

◎
報
告
事
項
ω
「
第
一
回
ル
ン
ビ
ニ
ー
復
興
日

本
仏
教
徒
委
員
会
実
行
委
貝
会
の
報
告
」

　
北
山
国
際
文
化
局
長
よ
り
実
行
委
員
会
発
足

ま
で
の
経
過
報
告
と
第
一
回
実
行
委
員
会
の
報

告
が
な
さ
れ
、
了
承
。

◎
守
壱
◇
竪
◇
竪
壱
条
◇
竪
◎
簡
。
穿
壱
条
◇
㈱
◇
＆
σ
◎
竪
◎
竪
◇
竪
◇
竪
◎
㈱
σ
◎
簡
壱

…
仏
教
の
英
語
弁
論
…

…
大
会
に
ど
う
ぞ
　
　
…

　
…
　
　
　
一
般
の
参
加
募
る
　
…

　
仏
教
英
語
研
究
会
（
花
山
勝
友
会
長
）
で
は

「
第
四
回
英
語
に
よ
る
仏
教
研
究
発
表
会
」
を

左
記
の
よ
う
に
開
催
す
る
こ
と
に
な
り
、
出
場

者
を
広
く
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
日
時
昭
和
五
十
入
山
二
月
十
九
日
午

　
　
　
　
　
後
一
時
半
～
五
時

半
会
　
場
　
国
際
文
化
会
館
（
東
京
・
麻
布
）

　
テ
ー
マ
　
仏
教
又
は
日
本
文
化
と
仏
教
に
関

　
　
　
　
　
す
る
内
容
で
あ
る
も
の

　
発
　
表
　
英
語
に
よ
り
七
分
以
内

　
こ
の
弁
論
大
会
は
、
日
本
文
化
特
に
仏
教
を

英
語
を
通
し
て
考
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お

り
、
年
々
参
加
者
も
増
え
て
い
ま
す
。
問
い
合

わ
せ
ば
、
仏
教
英
語
研
究
会
（
〇
三
－
三
四
二

一
六
六
〇
五
）
ま
で
。
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全
日
本
仏
教
会
で
は
、
税
制
・
税
務
取
扱
い

に
つ
い
て
の
要
望
書
を
自
由
民
主
党
へ
提
出
し

た
（
六
頁
）
の
に
引
き
つ
づ
い
て
、
昨
年
来
の

各
地
方
に
お
け
る
税
務
調
査
・
指
導
の
実
態
を

鑑
み
、
左
記
の
よ
う
な
緊
急
の
要
望
書
を
、
国

税
庁
へ
提
出
し
た
。

　
こ
の
要
望
書
は
、
去
る
十
月
十
八
日
に
、
全

仏
税
務
委
員
長
・
鈴
木
霊
孝
、
同
副
委
貝
長
・

神
野
真
一
の
両
氏
が
、
藤
原
事
務
次
長
、
豊
田

総
務
局
長
、
磯
山
時
局
対
策
部
長
、
塚
田
時
局

対
策
部
主
事
ら
と
国
税
庁
に
、
直
税
部
長
墓
前

一
郎
氏
を
訪
ね
、
手
渡
し
た
も
の
。
国
税
庁
側

か
ら
は
、
谷
川
法
人
税
課
長
、
春
日
・
戸
島
両

法
人
税
課
長
補
佐
が
応
対
し
た
。

　
な
お
、
要
望
書
提
出
の
後
、
全
仏
と
国
税
庁

関
係
者
の
間
で
、
要
望
書
に
つ
い
て
意
見
交
換

が
行
わ
れ
、
今
後
も
継
続
し
て
意
見
交
換
を
す

る
こ
と
を
確
認
し
た
。

国
税
庁
長
官

福
　
田
　
幸
　
弘
　
殿

財
団
法
人
　
全
日
本
仏
教
心

理
　
　
事
　
　
長
本
多
費
純

税
務
委
員
会
委
員
長
　
鈴
木
霊
孝

　
〈
宗
教
法
人
の
税
務
取
扱
い
に
つ
い
て
の

要
望
書
〉

先
き
に
本
会
は
、
貴
官
が
法
人
税
基
本
通
達

　
等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
通
達
を
出
さ
れ
た
こ

〆

　
と
に
対
し
、
こ
の
内
の
通
達
十
五
－
一
－
一
（
公

　
益
法
人
等
の
本
来
の
事
業
が
、
収
益
事
業
に
該

　
当
す
る
場
合
）
並
び
に
通
達
十
五
ー
ニ
ー
十
四

　
（
公
益
法
人
等
の
確
定
申
告
書
の
添
付
書
類
）

　
に
つ
い
て
は
税
務
行
政
の
実
際
に
あ
た
っ
て
、

　
税
務
行
政
が
宗
教
活
動
そ
の
も
の
に
関
与
し
て

　
く
る
危
険
性
を
指
摘
し
、
こ
れ
ら
の
通
達
の
廃

　
止
を
要
望
し
て
お
り
ま
す
。
（
資
料
1
、
全
癒
誌

　
二
七
八
号
）

　
　
ま
た
、
昨
年
秋
以
来
、
あ
た
か
も
法
人
税
基

　
本
通
達
等
の
一
部
改
正
の
時
期
と
符
号
す
る
か

　
の
如
く
、
加
盟
団
体
よ
り
、
各
地
区
に
お
け
る

　
税
務
調
査
、
指
導
の
情
報
が
本
会
に
寄
せ
ら
れ

　
て
き
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
多
く
は
突
然
の

　
税
務
調
査
、
指
導
に
と
ま
ど
い
、
そ
の
対
応
に

　
つ
き
本
会
へ
相
談
を
し
て
き
て
お
り
ま
す
。

　
　
本
会
は
、
こ
と
の
重
要
性
に
鑑
み
各
地
区
に

　
お
け
る
税
務
調
査
、
指
導
の
実
態
を
把
握
す
べ

　
く
、
別
紙
ア
ン
ケ
ー
ト
を
本
年
四
月
七
日
付
各

　
都
道
府
県
仏
教
会
に
対
し
依
頼
し
て
ま
い
り
ま

　
し
た
。
（
資
料
H
）

　
　
本
会
に
こ
こ
に
そ
の
結
果
に
基
き
、
ま
た
昨

　
年
来
の
税
務
調
査
、
指
導
の
実
態
に
鑑
み
、
下

　
記
の
点
を
要
望
し
、
そ
の
速
や
か
な
実
施
を
お

　
願
い
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
尚
、
税
務
調
査
、
指
導
の
中
で
指
摘
さ
れ
る

　
と
こ
ろ
の
宗
教
法
人
側
に
お
け
る
財
務
書
類
の

　
不
備
な
ど
に
つ
き
ま
し
て
は
、
当
然
の
指
摘
で

あ
り
、
本
会
と
）
し
て
は
、
今
後
加
盟
団
体
に
対

し
て
財
務
書
類
に
関
す
る
手
引
書
の
作
成
、
あ

る
い
は
講
習
会
の
開
催
な
ど
の
方
法
に
よ
り
周

知
徹
底
を
は
か
る
こ
と
を
申
し
添
え
ま
す
。

　
　
　
　
　
記

　
一
、
資
料
m
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
、
今
回
の

各
地
区
に
お
け
る
税
務
調
査
、
指
導
の
中
に
は

宗
教
法
人
法
八
十
四
条
の
規
定
に
照
ら
し
、
ま

た
税
務
調
査
の
あ
り
方
か
ら
考
慮
し
て
も
、
行

き
過
ぎ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
点
が
あ
り
ま
す
。

　
貴
官
に
お
か
れ
て
は
、
宗
教
法
人
の
税
務
取

扱
い
に
関
し
て
、
行
き
過
ぎ
の
な
い
よ
う
必
要

な
措
置
を
お
願
い
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
理
由

（
イ
）
税
務
署
に
よ
る
一
律
一
斉
の
税
務
調
査

用
紙
の
中
に
戒
名
料
、
葬
儀
料
等
の
調
査
項
目

が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
布
施
の
行
為
で
あ

り
、
宗
教
行
為
そ
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
従
っ

て
こ
れ
は
檀
信
徒
布
施
収
入
と
し
て
、
処
理
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
こ
こ
ま
で
税
務
行
政
が

関
与
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
い
う
考
え
方
か

ら
で
あ
り
ま
す
。
（
資
料
m
）

（
ロ
）
税
務
調
査
に
お
い
て
過
去
帳
、
檀
信

徒
名
簿
の
閲
覧
を
要
求
さ
れ
た
例
が
数
多
く
報

告
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
宗
教
行
為
に

か
か
わ
る
記
録
で
あ
り
、
信
教
の
自
由
の
観
点

か
ら
考
慮
し
て
も
税
務
行
政
が
関
与
す
べ
き
も

の
で
は
な
い
と
い
う
考
え
方
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

　
二
、
教
師
養
成
費
に
つ
い
て
は
税
務
署
に
よ

り
、
そ
の
取
扱
い
に
差
が
あ
る
の
で
次
の
よ
う

に
統
一
し
た
取
扱
い
を
お
願
い
す
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。

　
『
宗
教
法
人
の
代
表
役
員
の
親
族
で
あ
る
と

否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
僧
籍
の
あ
る
も
の
に
つ

い
て
は
修
学
資
金
を
含
め
て
教
師
養
成
に
か
か

わ
る
費
用
を
宗
教
法
人
の
経
費
で
支
弁
し
て
も

個
人
の
所
得
と
し
な
い
』

　
　
理
由

　
宗
教
法
人
に
と
り
ま
し
て
、
ま
た
代
表
役
員

（
寺
院
住
職
）
に
と
り
ま
し
て
も
教
師
の
養
成

は
、
教
化
の
拡
張
と
並
ん
で
宗
教
法
人
の
社
会

的
使
命
を
達
成
す
る
為
に
必
要
不
可
欠
の
こ
と

で
あ
り
ま
す
。

　
日
本
仏
教
の
長
い
歴
史
の
中
で
も
、
こ
の
教

師
養
成
は
、
寺
院
の
最
大
の
責
務
で
あ
る
と
さ

れ
て
お
り
ま
し
て
、
古
来
よ
り
全
て
寺
院
の
経

費
に
よ
り
支
弁
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
現
在
に
お

い
て
も
宗
教
法
人
の
代
表
役
員
（
寺
院
住
職
）

は
、
こ
の
慣
習
に
従
い
処
理
を
し
て
お
り
ま
す
。

　
然
る
と
こ
ろ
、
こ
の
度
の
本
会
に
お
け
る
調

査
に
よ
り
ま
す
と
、
各
地
区
で
税
務
調
査
、
指

導
が
行
わ
れ
、
教
師
養
成
の
費
用
は
代
表
役
員

の
給
与
で
あ
る
と
し
て
加
算
さ
れ
た
こ
と
が
判

明
致
し
ま
し
た
。

　
僧
侶
に
な
り
た
い
も
の
が
安
心
し
て
寺
の
門

を
た
た
け
る
と
言
う
こ
と
が
宗
教
法
人
の
目
下

の
急
務
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
代
表
役
貝
（
寺
院
住

職
）
の
子
弟
で
あ
り
ま
し
て
も
全
く
同
じ
状
況

な
の
で
あ
り
ま
す
。

　
か
か
る
理
由
か
ら
上
記
の
要
望
を
す
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。
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…
埼
玉
県
仏
、
西
部
大
会
開
く
　

　
第
五
回
埼
玉
県
仏
教
徒
会
議
西
部
大
会
は
、

去
る
十
月
五
日
、
飯
能
市
の
能
仁
寺
で
開
催
さ

れ
た
。
本
年
度
の
テ
ー
マ
は
「
仏
教
と
倫
理
一

わ
れ
ら
い
か
に
生
く
べ
き
か
一
」
。

　
午
前
十
時
、
内
山
血
肝
実
行
委
員
長
「
開
会

の
こ
と
ば
」
で
始
ま
っ
た
大
会
は
、
法
楽
、
あ

い
さ
つ
（
県
仏
会
長
・
山
本
道
隆
師
）
、
祝
辞
と

つ
づ
き
、
十
一
時
か
ら
は
、
野
球
評
論
家
・
川

上
哲
治
氏
の
記
念
講
演
「
仏
教
か
ら
ま
な
ぶ
、

わ
た
し
の
野
球
人
生
」
が
行
わ
れ
た
。

　
午
後
か
ら
は
、
住
職
、
総
代
、
仏
婦
、
仏
青

　
　
　
　
哀
　
　
　
　
悼

　
岩
堀
至
道
師
（
全
仏
文
化
専
門
委
員
）

　
十
月
六
日
、
肝
臓
癌
の
た
め
、
東
京
の
自
坊

弥
勒
寺
で
遷
化
、
七
十
三
歳
。
白
青
協
事
務
総

長
、
新
義
真
言
宗
前
宗
務
総
長
。

の
各
代
表
に
よ
る
意
見
発
表
が
あ
り
、
県
仏
副

会
長
・
江
連
俊
則
師
の
講
評
な
ど
が
行
わ
れ
た

後
、
河
野
亮
園
圃
仏
副
会
長
閉
会
の
こ
と
ば
で
、

全
て
の
日
程
を
終
了
し
た
。
参
加
者
ば
約
二
百

人
、
熱
気
の
こ
も
っ
た
大
会
だ
っ
た
。

　
　
◇
掲
◇
示
◇
板
◇

　
　
　
曹
洞
宗

　
▼
乙
川
理
映
管
長
（
大
本
山
総
持
寺
貫
首
）

の
退
任
に
伴
い
、
新
管
長
に
梅
田
信
隆
前
総
持

寺
副
貫
首
が
就
任
し
た
。
梅
田
師
は
七
十
六
歳
、

福
岡
市
・
東
林
寺
住
職
、
駒
沢
大
、
九
州
帝
大

卒
。　
　
　
真
言
宗
大
覚
寺
派

　
▼
空
席
と
な
っ
て
い
た
門
跡
に
味
岡
良
戒
前

事
務
長
が
、
ま
た
新
事
務
長
に
片
山
宥
雄
師
が

そ
れ
ぞ
れ
選
出
さ
れ
た
。

＄
魯
魯
魯
魯
＄
零
魯
魯
参
参
魯
参
参
合
◎
愈
▽
＄
二
戸
魯
魯
魯
魯
参
＄
＄

葺
裏
務
夏
録
葺
三
識

七五四一
日日日日

＋
一
日

＋
二
日

十
四
日

同
宗
連
研
修
会
出
席

局
内
会
議

埼
玉
県
仏
教
徒
会
議
出
席

財
務
担
当
者
会
議
（
関
西
）

自
民
党
各
種
団
体
懇
談
会
出
席

長
野
県
仏
教
徒
大
会
出
席

法
律
相
談
室

財
務
担
当
者
会
議
（
関
東
）

昭
和
五
十
七
年
十
一
月
一
日
発
行

＋
五
日

二
＋
日

二
＋
二
日

二
＋
五
日

二
十
六
日

二
＋
七
～
八
日 タ

イ
国
総
理
府
大
臣
訪
問

同
和
委
員
会

文
化
会
議
運
営
委
員
会

ル
ン
ビ
ニ
ー
委
員
会
総
務
部
会

局
内
会
議

第
十
五
回
日
本
仏
教
文
化
会
議

税
務
委
員
会

大
本
山
総
持
寺
入
山
式
参
列

法
律
相
談
室

　
　
同
和
研
修
会

点火が簡単、半永久的に使用できる

「火宝」は、ご仏壇・お墓参りの御燈明用マッチとしてふさわしい優れた特徴をも

つ、安全で便利なマッチです。落ちついたデザインで色も黒の他6色、お名前・ご

紋を入れる事も可能です。ご落慶・祭事・行事の記念品にもご利用下さい。

◎特　　長

1．軸の燃えかすがでないので、

　　ご仏壇のまわりを汚しませ

　　ん。

2．軸が長いので、ゆとりをも

　　ってご灯火できます。

3．わずかなオイルの補給で、

　　半永久的に使えます。

4．水に濡れても、長期間保存

　　しても大丈夫です。

寺院用（軸が1m迄伸
長、ローソク火消し付）

　　定価2500円（送料込

　　　・←点火棒

　　　謡

　　　　　発火石
本体

東京都中央区日本橋浜町2－11－2　日本
橋中央ビル〒103奮03（668）7811（大代）株式鉗日豊◎お間合せ

お申込先

発
行
人
　
小
野
島
　
元
　
雄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
発
行
所
　
財
団
法
人
　
　
全

一
　
　
　
　
　
レ
し

日
本
仏
教
会

東
京
都
港
区
芝
公
園
四
一
七
一
四

　
話
〇
三
（
四
三
七
）
九
二
七
五
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